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【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 9,710,000円
 

新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額の合計額を合算した金額

 4,904,710,000円
 

(注)　払込金額の総額及び払込金額の総額に新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は、

本有価証券届出書提出日現在における見込額です。行使価

額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金

額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、

新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社

が取得した新株予約権を消却した場合には、本新株予約権

の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 10,000個(新株予約権１個につき普通株式100株)

発行価額の総額
9,710,000円
(本有価証券届出書提出日現在における見込額であり、発行価格
に10,000を乗じた金額とします。)

発行価格

本新株予約権１個当たり971円(本新株予約権の目的である株式
１株当たり9.71円)としますが、当該時点における株価変動等諸
般の事情を考慮の上で本新株予約権に係る最終的な条件を決定
する日として当社取締役会が定める2019年３月６日から2019年
３月８日までのいずれかの日(以下「条件決定日」という。)に
おいて、別記「第３　第三者割当の場合の特記事項　３　発行
条件に関する事項　(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理
性に関する考え方」に記載する方法と同様の方法で算定された
結果が上記の金額を上回る場合には、条件決定日における算定
結果に基づき決定される金額とします。

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間
2019年３月22日から2019年３月25日までのいずれかの日としま
す。ただし、条件決定日の15日後の日とし、当日が銀行休業日
の場合はその翌銀行営業日とします。

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社ＳＨＩＦＴ　経営管理部
東京都港区麻布台2-4-5　メソニック39MTビル

払込期日
2019年３月22日から2019年３月25日までのいずれかの日としま
す。ただし、条件決定日の15日後の日とし、当日が銀行休業日
の場合はその翌銀行営業日とします。

割当日
2019年３月22日から2019年３月25日までのいずれかの日としま
す。ただし、条件決定日の15日後の日とし、当日が銀行休業日
の場合はその翌銀行営業日とします。

払込取扱場所 株式会社みずほ銀行　神谷町支店
 

(注) １．株式会社ＳＨＩＦＴ第８回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)は、2019年２月28日(以下「発行決

議日」という。)付の当社取締役会において発行を決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に申込取扱場所に申込みをするこ

ととし、払込期日に払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。

割当予定先の状況については、別記「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況」を

ご参照ください。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

 
当該行使価額修正条項付新株予約権
付社債券等の特質

１　本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,000,000株、割
当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第１項に定義す
る。以下同じ。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により
行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項第(2)号に
定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(ただし、別記「新
株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、割当株式数は調
整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予
約権による資金調達の額は増加又は減少する。

２　本新株予約権の行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、別
記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」
欄第４項に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正
日」という。)に、修正日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以
下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終
値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下、東京証券取引
所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合に
は、その直前の終値)を「東証終値」という。)の92％に相当する金額
(円位未満の端数を切り捨てる。以下「修正後行使価額」という。)に
修正される。

３　行使価額の修正頻度：行使の際に別記「新株予約権の行使請求の受付
場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第４項記載の行使請求の効力が
発生する都度、修正される。

４　行使価額の下限：(a)発行決議日の直前取引日の東証終値の80％に相当
する金額(１円未満の端数を切り上げる。)又は(b)条件決定日の直前取
引日の東証終値の70％に相当する金額(１円未満の端数を切り上げ
る。)のいずれか高い額とする。(ただし、別記「新株予約権の行使時
の払込金額」欄第３項の規定に従い調整される。以下「下限行使価
額」という。)

５　割当株式数の上限：本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通
株式1,000,000株(2019年1月22日現在の当社発行済株式総数14,731,000
株に対する割合は6.79％)、割当株式数は100株で確定している。

６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額
にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額)：
3,925,710,000円(ただし、この金額は、本欄第４項に従って決定され
る下限行使価額のうち、発行決議日の直前取引日の東証終値の80％に
相当する金額(１円未満の端数を切り上げる。)を基準として計算した
金額であり、実際の金額は条件決定日に確定する。また、本新株予約
権は行使されない可能性がある。)

７　本新株予約権には、当社取締役会の決議等により本新株予約権の全部
を取得することができる条項が設けられている(詳細は、別記「自己新
株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照。)。

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式
完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社にお
ける標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。

新株予約権の目的となる株式の数 １　本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式
1,000,000株とする(本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数(以下
「割当株式数」という。)は、100株とする。)。
ただし、本欄第２項により割当株式数が調整される場合には、本新株
予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整され
るものとする。

２　(1) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定に
従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式に
より調整されるものとする。

調整後割当株式数＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記
「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項に定める調整前行使
価額及び調整後行使価額とする。

(2) 前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本
新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果
生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株
予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号、第(5)号及び第(6)
号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を
適用する日と同日とする。
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 (4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適
用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下
「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びに
その事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開
始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、別記「新株予
約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号⑤に定める場合その他
適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合に
は、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額 １　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価

額は、本項第(2)号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とす
る。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの
金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初、発行決議日の直前
取引日の東証終値と条件決定日の直前取引日の東証終値のいずれか
高い方の金額とする。ただし、行使価額は本欄第２項又は第３項に
従い修正又は調整される。

２　行使価額の修正
(1) 行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。
(2) 前号による算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回ることと

なる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。ただし、下
限行使価額は本欄第３項に従い調整される。

３　行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由

により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能
性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」とい
う。)をもって行使価額を調整する。
      新発行・

処分株式数
×

１株当たりの
払込金額    既発行

株式数
＋

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数
 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価
額の適用時期については、次に定めるところによる。
①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通

株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分
する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求
権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交
付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場
合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交
付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場
合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とす
る。以下同じ。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主
に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその
日の翌日以降これを適用する。

②　株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これ
を適用する。

③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通
株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②
に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を
請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社又はその関係会社
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８
項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人
に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権
又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなし
て行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株
予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生
日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を
与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを
適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株
予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第
(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付
する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
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 ⑤　本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の
発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関
の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわら
ず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを
適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認
があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権
者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付す
る。

 
株式数＝

(調整前
行使価額

－
調整後
行使価額)

×
調整前行使価額により当該
期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるも
のとする。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額
との差額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わな
い。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行
使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に
代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4) ①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算
出し、小数第１位を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適
用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取
引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のな
い日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満
小数第１位まで算出し、小数第１位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受
ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、か
かる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日
の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当
該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とす
る。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用す
る新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普
通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとす
る。

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げ
る場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得
て、必要な行使価額の調整を行う。
①　株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のため

に行使価額の調整を必要とするとき。
②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じ

る事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事

由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につ
き、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使
価額を初めて適用する日が本欄第２項に基づく行使価額の修正日と
一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調
整を行う。

(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始
日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並び
にその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日
その他必要な事項を書面で通知する。ただし、本項第(2)号⑤に定め
る場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができな
い場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

4,904,710,000円(本有価証券届出書提出日現在における見込額である。)
上記金額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した
場合の金額である。そのため、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄
第２項又は第３項により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記
発行価額の総額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に
行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合に
は、上記発行価額の総額は減少する。
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新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、
当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額の総額に当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加え
た額を当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資
本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額
は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等
増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じ
る場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額
は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 割当日の翌銀行営業日から2021年３月31日までとする。

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１　本新株予約権の行使請求受付場所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

２　本新株予約権の行使請求取次場所
該当事項はありません。

３　本新株予約権の払込金額の払込及び本新株予約権の行使に関する払込
取扱場所
株式会社みずほ銀行　神谷町支店

４　新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、別記「新株予約権の行使期間」欄記

載の本新株予約権を行使することができる期間中に本欄第１項記載
の行使請求の受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に対し
て、行使請求に必要な事項を通知するものとする。

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて
本欄第３項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込む
ものとする。

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求受付場所に対する行使
請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の
行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入
金された日に発生する。

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。別記「(注)１．本新株
予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調
達をしようとする理由　(2) 資金調達方法の概要」及び「(注)１．本新株
予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調
達をしようとする理由　(3) 資金調達方法の選択理由」に記載のとおり、
当社は割当予定先との間において、本新株予約権の行使等について規定し
た第三者割当て契約(以下「本割当契約」という。)を締結する予定であ
る。

自己新株予約権の取得の事由及び取
得の条件

１　当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合
は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条
の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をしたうえで、当社取
締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額
で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を
取得することができる。

２　当社は、2021年３月31日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額
で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を
取得する。

３　当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式
交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株
主総会で承認決議した場合、会社法第273条及び第274条の規定に従っ
て、取得日の２週間前までに通知をしたうえで、当該組織再編行為の
効力発生日前に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株
予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

４　当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設
注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となっ
た場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から
２週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本
新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除
く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項はありません。ただし、別記「(注)１．本新株予約権(行使価額修
正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理
由　(2) 資金調達方法の概要」に記載のとおり、本割当契約において、割
当予定先は、当社取締役会の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の
第三者に譲渡することはできない。
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代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

該当事項はありません。
 

(注) １．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由

(1) 資金調達の目的

当社グループ(当社及び当社の関係会社、以下「当社グループ」)は、当社、連結子会社15社及び関連会社

１社の計17社(以下に定義する本連結子会社化により当社及び連結子会社16社の計17社となる。)で構成され

ており、「新しい価値の概念を追求し、誠実に世の中に価値を提供する」ことを企業理念に掲げ、「すべて

のソフトウェアにMade in Japanの品質を」を合言葉としてソフトウェアテストサービスを中心に展開して

おります。当社グループの事業内容は次のとおりであります。

ソフトウェアは通常、ユーザーにどのようなサービスを提供できるかについて検討・立案し、それを達成

するために必要な仕様や機能を設計する要求定義・要件定義フェーズから、開発フェーズ、そして動作検証

を行うテストフェーズを経てリリースされます。

そのうち、要求定義から開発まではコンサルティングファームや上流SIer(※１)によるアウトソーシング

が一般的ですが、テストフェーズは標準化が図られておらず、また専門技術、知識が必要であるという認識

も大変低いため、社内エンジニアを中心とした作業とするところが多く、国内ではアウトソーシングが進ん

でおりません。

このテストフェーズの市場は、主としてソフトウェア業を営む企業の売上高が14兆8,966億円(総務省及び

経済産業省による「平成29年情報通信業基本調査」)あり、開発工程に占めるテスト工程の割合が約33％

(IPA(独立行政法人　情報処理推進機構)による「ソフトウェア開発データ白書2016-2017」)であることか

ら、当社グループは潜在的に大きな市場があると考えております。

しかしながら、依然として顧客企業内においてソフトウェア開発者がテスト工程の業務を行っている

の　　　が主流であり、ソフトウェアテストのアウトソース需要は拡大傾向にあるものの、日本国内で顕在

化しているアウトソース市場は小規模なものにとどまっております。

このように、発展的成長が見込まれる魅力的な市場に対し、当社グループは単なる人材リソースの提供に

はとどまらず、独自の方法論に基づき標準化されたテストアウトソースを実現するソリューションサービス

から、そこで培ったノウハウやデータを基に行われるコンサルティングサービスまでを一貫して提供するこ

とにより、ソフトウェアテストのアウトソース市場を掘り起こしてきました。

 
その上で、当社グループは、ソフトウェアテストサービス市場における既存サービスの強化及び新たな事

業領域への展開等を目的としたM&A及び資本・業務提携を成長戦略の重点施策として位置づけてきました。

当社は、過去３期の間に、株式会社リベロ・プロジェクト、株式会社メソドロジック、バリストライドグ

ループ株式会社、Airitech株式会社、株式会社アッション、及び株式会社さうなしの株式取得を実施してま

いりました。また、本有価証券届出書の提出日である2019年２月28日においても、株式会社システムアイの

株式取得(以下「本M&A」という。)の実施及び当社関連会社の株式会社SHIFT PLUSの連結子会社化（以下

「本連結子会社化」という。）を決定いたしました。当社グループは、今後もM&A及び資本・業務提携を重

要な成長戦略の重要施策として取り組んでまいります。具体的には、既存サービスの強化、海外展開、サー

ビス領域の拡大、及び新技術の獲得による提供サービスのさらなる高付加価値化を見込むことのできるM&A

及び資本・業務提携について、積極的に検討してまいります。

主なM&A及び資本・業務提携の対象先の選定にあたっては、既存事業周辺領域及び新規事業領域、それぞ

れにおいて以下を想定しています。

■　既存事業領域

当社グループでは、ソフトウェア・システム開発プロジェクトの品質保証領域におけるコンサルティング

及びアウトソーシングサービスを提供しております。当該事業及びその周辺領域におけるM&Aにより、海外

を含む、市場拡大、顧客獲得、及びそれらを可能とする品質やユーザー体験を向上する補完的技術やサービ

スを獲得し、既存事業領域のさらなる拡充を図ります。

特にソフトウェア開発の案件組成に繋がる上流工程のコンサルティングサービス、PMO(※２)サービス及

び新規領域であるDevOps(※３)やRPA(※４)を注力領域として、人員・サービスの強化を図ります。このた

め、当該領域の優秀な人材及びノウハウ・知見を持った企業のM&A及び資本・業務提携を検討しています。
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■　新規事業領域

当社グループでは、既存事業領域の拡充を図るのと同時に新規事業領域での事業拡大も図ってまいりま

す。上述の通り、当社グループはソフトウェア・システム開発の品質保証領域でサービスを提供しておりま

すが、品質保証事業の付加価値を更に向上させるべく、ソフトウェア・システム開発工程の前後工程の事業

領域にも進出することが必要であると認識しております。

このため、開発工程後の保守運用工程におけるカスタマーサービス及び保守サービスの領域、並びに開発

工程前のマーケティング・販売促進支援領域、及び開発における最も重要な資産である人材事業領域を新規

事業領域として事業拡張を計画しています。また、新規事業領域での各種データを収集・蓄積することによ

り、付加価値及び既存領域との連携をより高めていきます。このように、新規事業領域へのバリューチェー

ンの拡張と様々なデータを蓄積することを目的に、エンジニアやユーザー・ライフサイクル等のあらゆる

データを持つ企業に対して、M&A及び資本・業務提携を検討しています。

本資金調達における資金は、上記の成長戦略に基づいたM&A及び資本・業務提携に充当する予定です。な

お、現時点において本M&A及び本連結子会社化の他に具体的に進行しているM&A及び資本・業務提携案件はな

いものの、M&Aは常時、複数案件検討しており、案件発掘からクロージングまでの期間が短期化の傾向があ

ります。実際に交渉が開始されてから資金調達を検討した場合、貴重な買収候補先・資本提携先を喪失し、

また、資金調達の可否が不透明な状況で交渉することは条件面での譲歩が必要になる可能性があるものと認

識しております。そこで、潜在的なM&A及び資本・業務提携の機会を逸しないためにも、予め資金を確保し

ておくことが必要と考えております。

 
また、当社では、バリストライドグループ株式会社の株式取得及び株式会社ワークスアプリケーションズ

との資本・業務提携に充てるための借入れ並びにその他運転資金の借入れを行っており(2019年１月31日現

在の残高2,138百万円)、また、本日(発行決議日)、本M&Aの実施及び運転資金のための借入れ(850百万円)を

行うことを決定いたしました。そこで、本資金調達における資金の一部を、これらの借入金の返済に充当す

ることで、新たなM&A及び資本・業務提携に向けた財務基盤の強化を図ることを予定しております。

 
(※１)SIer

ITシステムを構築する際に、ユーザーの業務を把握・分析し、ユーザーの課題を解決するようなシステム

の企画・構築・運用サポートなどの業務を一括で請け負う事をシステムインテグレ―ション(System　

Integration)と呼び、その事業者をSIerといいます。

(※２)PMO

プロジェクトマネジメントオフィス(Project Management Office)の略。企業内で、個々のプロジェクト

のマネジメント支援を専門に行う部門。社内のプロジェクトマネジメント方式の標準化や研修などを通じて

の普及、実施中のプロジェクトの管理業務 の支援、プロジェクト間の調整などを行います。

(※３)DevOps(デブオプス)

ソフトウェア開発手法の１つ。開発チーム(Development)と運用チーム(Operations)がお互いに協調し合

うことで開発・運用するソフトウェア／システムによってビジネスの価値をより高めるだけでなく、そのビ

ジネスの価値をより確実かつ迅速にエンドユーザーに届け続けることを目的とした開発手法です。

(※４)RPA

アールピーエー(Robotics Process Automation)の略。これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作

をソフトウェアのロボットにより自動化するものです。具体的には、ユーザー・インターフェース上の操作

を認識する技術とワークフロー実行を組み合わせ、表計算ソフトやメールソフト、ERP(基幹業務システム)

など複数のアプリケーションを使用する業務プロセスをオートメーション化します。
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(2) 資金調達方法の概要

今回の資金調達は、行使期間を約２年間とする本新株予約権を、第三者割当の方法によって当社が割当予

定先に対して割当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資金調達及び資本増強が行われ

る仕組みとなっております。また、本新株予約権には、当社が本新株予約権の行使を許可した場合に限り、

割当予定先は本新株予約権を行使できる旨が定められた行使許可条項(下記＜行使許可条項＞を参照。)が付

与されており、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を総合的に勘案し、当社の裁量により割当

予定先に対し、本新株予約権の行使の許可(以下「行使許可」という。)を行うかどうかを判断することがで

きる仕組みとなっております。

なお、当社が割当予定先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後に締結する本割当契約

には、下記の内容が含まれます。

 
＜行使許可条項＞

①　割当予定先は、本割当契約に従って当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書を提出し、これ

に対し当社が書面(以下「行使許可書」という。)により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行

使許可書に示された最長60取引日の期間(以下「行使許可期間」という。)に、行使許可書に示された数

量の範囲内でのみ、本新株予約権を行使できます。また、割当予定先は、何度でも行使許可の申請を行

うことができますが、当該申請の時点で、それ以前になされた行使許可に基づき割当予定先が本新株予

約権の行使を行うことが可能である場合には、行使許可の申請を行うことはできません。

②　当社は、行使許可を行った後、行使許可期間中に当該行使許可を取り消す旨を割当予定先に通知するこ

とができ、この場合、通知の翌々取引日から、割当予定先は当該行使許可に基づく本新株予約権の行使

ができなくなります。

③　当社は、行使許可を行った場合又は行使許可を取り消した場合には、その旨を開示いたします。

 
＜譲渡制限条項＞

割当予定先は、本新株予約権について、当社取締役会の承認を得た場合を除き、当社以外の第三者に対し

て譲渡を行うことはできません。

 
なお、本新株予約権には、当社の選択によりいつでも、残存する本新株予約権の全部を、発行価額と同額

にて取得することができる旨の取得条項及び、当社が本新株予約権の行使期間の末日(2021年３月31日)に、

当該時点で残存する本新株予約権の全部を、発行価額と同額にて取得する旨の取得条項が付されておりま

す。当該取得条項については、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第１項乃至第２項を

ご参照下さい。

 
(3) 資金調達方法の選択理由

様々なエクイティ・ファイナンス手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、当社の資金需

要に応じた資金調達を図ることが可能な手法であるかどうかと共に、既存株主の利益に充分配慮するため、

株価への影響の軽減や過度な希薄化の抑制が可能となる仕組みが備わっているかどうかも重視いたしまし

た。また、資本政策の変更が必要となった場合の柔軟性が確保されていること等も手法選択の判断材料とい

たしました。

その結果、下記＜本資金調達方法の特徴＞、＜本資金調達方法のデメリット＞及び＜他の資金調達方法と

の比較＞を踏まえ、当社は、本新株予約権による資金調達が、当社のニーズを充足し得る現時点における最

良の選択であると判断いたしました。

 
＜本資金調達方法の特徴＞

①　当社の資金需要に応じた資金調達を図ることが可能な設計となっていること

当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量及び時期を一定程度コントロールすることができる

ため、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案しつつ、臨機応変な資金調達を図ること

が可能となります。
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②　過度な希薄化への配慮がなされていること

発行後の当社株価動向にかかわらず、本新株予約権の行使による最大増加株式数が固定されていること

から、行使価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加する転換社債型新株予約権付社債(一

般的なMSCB)とは異なり、株式価値の希薄化が限定されております。

③　株価への影響の軽減が期待されること

本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東証終値を基準と

して修正される仕組みとなっておりますが、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る価額に修正され

ることはなく、株価が下限行使価額を下回る等の株価低迷の局面において、さらなる株価低迷を招き得

る当社普通株式の供給が過剰となる事態が回避されるように配慮した設計となっております。

④　資本政策の柔軟性が確保されていること

資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により発行期間中を通じて、残存する本新株予約権の

全部を取得することができることから、資本政策の柔軟性を確保することができます。

 
なお、本新株予約権には下記のデメリットが存在しますが、上記の特徴は、当社にとって下記のデメリッ

トを上回る優位性があるものと考えております。

　

＜本資金調達方法のデメリット＞

①　市場環境に応じて、本新株予約権の行使完了までには一定の期間が必要となります。また、当社の株式

の流動性が減少した場合には、行使完了までに時間がかかる可能性があります。

②　株価の下落局面においては、本新株予約権の行使価額が下方修正されることにより、調達額が当初予定

額を下回る可能性があります。また、株価水準によっては行使が行われず資金調達が進まない可能性が

あります。

③　行使許可期間中における本新株予約権の行使は割当予定先の裁量によることから、割当予定先が行使を

しない限り資金調達ができない仕組みとなっております。

 
また、当社は、本新株予約権を選択するにあたり、下記のとおり、他の資金調達手法との比較検討も行

い、その結果、本新株予約権が現時点において当社にとって最良の選択であると判断いたしました。

 
＜他の資金調達方法との比較＞

①　公募増資等により一度に全株を発行する場合においては、一時に資金調達を実現可能な反面、１株当た

りの利益の希薄化も同時に発生するため、株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。

②　株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、調達額が割当先である既存投資家の参加率に左右され

ることから、当社の資金需要の額に応じた調達が困難であるため、今回の資金調達方法として適切でな

いものと考えております。

③　株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆるMSCB)の発行条件及び行使

条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決定されると

いう構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、行使価額の下方修正がなさ

れた場合には潜在株式数が増加するために、株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。

④　行使価額が修正されない新株予約権については、株価上昇時に行使価額が上方修正されないため調達額

の増加メリットを当社が享受できず、一方で行使価額の下方修正がなされないことから株価下落時にお

ける行使の柔軟性に欠け資金調達が困難となりやすいデメリットを持ちますので、当社のニーズに適し

た資金調達方法ではないものと考えております。

⑤　銀行借入による資金調達は、調達金額が負債となるため財務健全性の低下につながるものと考えており

ます。
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２．本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決め内容

当社は、割当予定先との間で、本割当契約において、別記「(注)１．本新株予約権(行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由　(2)資金調達方法の概要　＜行使許可条項

＞」及び同「＜譲渡制限条項＞」並びに別記「第３　第三者割当の場合の特記事項　２　株券等の譲渡制限」

に記載の内容以外に、下記の内容について合意する予定であります。

　

＜割当予定先による行使制限措置＞

①　当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同規程施行規則第436条第１項乃

至第５項の定めに基づき、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中にMSCB等の買受人の行使により取

得される株式数が、MSCB等の払込時点における上場株式数の10％を超える場合(以下「制限超過行使」

という。)には、当該10％を超える部分に係る転換又は行使を制限します(割当予定先が本新株予約権を

第三者に転売する場合及びその後当該転売先がさらに第三者に転売する場合であっても、当社が、転売

先となる者との間で、同様の内容を約する旨定めることを含む。)。

②　割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予

約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新

株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。

 
３．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

４．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

決めの内容

本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である丹下大は、その保有する当社普通株式の一部につい

て割当予定先への貸株を行う予定です。割当予定先は、本新株予約権に関して、本新株予約権の行使の結果取

得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本新株予約権の行使に関わる空売りを目

的として、当社普通株式の借株は行いません。

５．その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当予定先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとします。

６．新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しません。

７．読み替えその他の措置

当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要とな

る場合には、当社は必要な措置を講じます。

８．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の

規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、機構の定める株式等の振替に関する業務規

程、同施行規則その他の規則に従います。

 
(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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２ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

4,904,710,000 38,000,000 4,866,710,000
 

(注) １．払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(9,710,000円)に、当初行使価額に基づき算出した本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額(4,895,000,000円)を合算した金額であります。

２．本新株予約権の発行価額の総額は、発行決議日の直前取引日における東証終値等の数値を前提として算定し

た見込額です。また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、発行決議日の直前取引

日の東証終値を本新株予約権の当初の行使価額であると仮定して、全ての本新株予約権が当初の行使価額で

行使されたと仮定した場合の金額ですが、本新株予約権の最終的な発行価額及び本新株予約権の当初の行使

価額は条件決定日に決定されます。

３．行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使

期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却

した場合には、調達する資金の額は減少します。

４．発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値算定費用及びその他事務費用(有価証券届出書作

成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等)の合計額であります。

５．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 【手取金の使途】

本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途は以下のとおりです。

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期

①　M&A及び資本・業務提携に関わ
る費用

3,366 2019年３月～2021年３月

②　財務基盤強化の為の借入金返済 1,500 2019年３月～2021年３月

合計 4,866 ―
 

(注) １．本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたします。また、本新

株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新

株予約権を消却した場合には、調達する資金の額は減少します。本新株予約権の行使状況により想定どおり

の資金調達ができなかった場合には、手元資金及び銀行からの借入金により充当する予定であります。な

お、本新株予約権の行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調達

ができた場合には、M&A及び資本・業務提携に関わる費用に充当する予定であります。

２．当社は、本新株予約権の払込みにより調達した資金を速やかに支出する計画でありますが、支出実行までに

時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。

３．上記具体的な使途につき、優先順位はございません。支出時期の早いものより充当する予定であります。

 

当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、各資金使途についての詳細は以下

のとおりです。

 
＜①　M&A及び資本・業務提携に関わる費用について＞

当社グループは、ソフトウェアテストサービス市場における既存サービスの強化及び新たな事業領域への展開等

を目的としたM&A及び資本・業務提携を成長戦略の重点施策として位置づけ、過去３期の間に、株式会社リベロ・プ

ロジェクト、株式会社メソドロジック、バリストライドグループ株式会社、Airitech株式会社、株式会社アッショ

ン、及び株式会社さうなしの株式取得を実施してまいりました。また、本有価証券届出書の提出日である2019年２

月28日においても、本M&Aの実施及び本連結子会社化を決定いたしました。当社グループは、今後もM&A及び資本・

業務提携を重要な成長戦略の重要施策として取り組んでまいります。具体的には既存サービスの強化、海外展開、

サービス領域の拡大、及び新技術の獲得による提供サービスのさらなる高付加価値化を見込むことのできるM&A及び

資本・業務提携について、積極的に検討してまいります。

主なM&A及び資本・業務提携の対象先の選定にあたっては、既存事業周辺領域及び新規事業領域、それぞれにおい

て以下を想定しています。
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■　既存事業領域

当社グループでは、ソフトウェア・システム開発プロジェクトの品質保証領域におけるコンサルティング及びア

ウトソーシングサービスを提供しております。当該事業及びその周辺領域におけるM&Aにより、海外を含む、市場拡

大、顧客獲得、及びそれらを可能とする品質やユーザー体験を向上する補完的技術やサービスを獲得し、既存事業

領域のさらなる拡充を図ります。

特にソフトウェア開発の案件組成に繋がる上流工程のコンサルティングサービス、PMO(前記※２)サービス及び新

規領域であるDevOps(前記※３)やRPA(前記※４)を注力領域として、人員・サービスの強化を図ります。このため、

当該領域の優秀な人材及びノウハウ・知見を持った企業のM&A及び資本・業務提携を検討しています。

■　新規事業領域　

当社グループでは、既存事業領域の拡充を図るのと同時に新規事業領域での事業拡大も図ってまいります。上述

の通り、当社グループはソフトウェア・システム開発の品質保証領域でサービスを提供しておりますが、品質保証

事業の付加価値を更に向上させるべく、ソフトウェア・システム開発工程の前後工程の事業領域にも進出すること

が必要であると認識しております。

このため、開発工程後の保守運用工程におけるカスタマーサービス及び保守サービスの領域、並びに開発工程前

のマーケティング・販売促進支援領域、及び開発における最も重要な資産である人材事業領域を新規事業領域とし

て事業拡張を計画しています。また、新規事業領域での各種データを収集・蓄積することにより、付加価値及び既

存領域との連携をより高めていきます。このように、新規事業領域へのバリューチェーンの拡張と様々なデータを

蓄積することを目的に、エンジニアやユーザー・ライフサイクル等のあらゆるデータを持つ企業に対して、M&A及び

資本・業務提携を検討しています。

現時点において、既存事業領域及び新規事業領域において、複数の投資先候補を並行して検討している状況であ

り、これらの中から案件の具体化を目指すとともに、新規の投資先候補についても継続的に検討し、上記支出予定

時期中に、既存事業領域及び新規事業領域それぞれにおいて、複数のM&A及び資本・業務提携を成立させることを目

指しております。この実現のために本資金調達で必要な金額を検討いたしました。

過去に当社が行ってきたM&A及び資本・業務提携の規模に鑑み、今回調達する資金のうち、上記の成長戦略に基づ

いたM&A及び資本・業務提携に3,366百万円を充当する予定です。

現時点において本M&A及び本連結子会社化の他に具体的に進行しているM&A及び資本・業務提携案件はないもの

の、M&Aは常時、複数案件検討しており、案件発掘からクロージングまでの期間が短期化の傾向があります。実際に

交渉が開始されてから資金調達を検討した場合、貴重な買収候補先・資本提携先を喪失し、また、資金調達の可否

が不透明な状況で交渉することは条件面での譲歩が必要になる可能性があるものと認識しております。そこで、潜

在的なM&A及び資本・業務提携の機会を逸しないためにも、予め資金を確保しておくことが必要と考えております。

なお、M&A及び資本・業務提携投資の成立には不確実性が伴うため、上記判断基準に該当する有効な投資先が上記

支出予定時期中に存在しない可能性があります。そのような場合、2021年３月以降においてもM&A及び資本・業務提

携投資に充当するかについては、2021年２月を目処に事業環境や中長期の事業戦略を踏まえて総合的に判断の上決

定し、適時にその旨を開示いたします。

 
＜②　財務基盤強化の為の借入金返済について＞

当社では、バリストライドグループ株式会社の株式取得及び株式会社ワークスアプリケーションズとの資本・業

務提携に充てるための借入れ並びにその他運転資金の借入れを行っており(2019年１月31日現在の残高2,138百万

円)、また、本日(発行決議日)、本M&Aの実施及び運転資金のための借入れ(850百万円）を行うことを決定いたしま

した。そこで本資金調達における資金の一部を、これらの借入金の返済に充当することで、新たなM&A及び資本・業

務提携に向けた財務基盤の強化を図ることを予定しております。

今回調達する資金のうち、上記の借入金の一部返済に1,500百万円を充当する予定です。なお、返済の時期に関し

ましては、本新株予約権の行使状況及び「①M&A及び資本・業務提携に関わる費用について」記載の資金需要に応じ

て、検討の上決定いたします。

 

第２ 【売出要項】

該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

ａ．割当予定先の概要

名称 みずほ証券株式会社

本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目５番１号

代表者の役職及び氏名 取締役社長　飯田　浩一

資本金 125,167百万円

事業の内容 金融商品取引業

主たる出資者及びその出資比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ　95.80％
農林中央金庫　4.20％

 

(注)　割当予定先の概要の欄は、2019年２月27日現在のものであります。

 

ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割当予定先の株式の数 該当事項はありません。

割当予定先が保有している当社の株式の数 5,277株

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

取引等関係 該当事項はありません。
 

(注)　提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2018年８月31日現在のものであります。

　

ｃ．割当予定先の選定理由

当社は、別記「第１　募集要項　１　新規発行新株予約権証券　(2) 新株予約権の内容等　(注)１．本新株予約

権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由　(3) 資金調達方法の

選択理由」に記載のとおり、今回の資金調達における手法の選択に際して、i)別記「第１　募集要項　１　新規発

行新株予約権証券　(2) 新株予約権の内容等　(注)１．本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

の発行により資金の調達をしようとする理由　(1) 資金調達の目的」に記載の調達目的を達成するために適した手

法であること、ii)株価への影響にも十分に配慮した仕組みとなっていることを重視した上で、多様な資金調達手法

の比較検討を進めて参りました。

そのような状況の中、割当予定先より提案があった本新株予約権のスキームは、当社のニーズを充足し得る内容

であったことに加え、同社が、①従前より当社に対して資本政策を始めとする様々な提案及び議論を行っており、

当社の経営及び事業内容に対する理解が深いこと、②国内の大手証券会社の一つであり、国内外に厚い投資家基盤

を有しており、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の株式市場等における円滑な売却が期待される

こと、③総合証券会社として様々なファイナンスにおける実績もあること等を総合的に判断した上で、同社を割当

予定先として選定することといたしました。

なお、本新株予約権は、日本証券業協会会員である割当予定先による買受けを予定するものであり、日本証券業

協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものであります。

 
ｄ．割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である当社普通株式1,000,000株です。
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ｅ．株券等の保有方針

割当予定先は、本割当契約上、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を得る必要があ

ります。

なお、割当予定先は、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式を長期間保有する意思を

有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しつつ速やかに売却していく方針であることを確認してお

ります。

 
ｆ．払込みに要する資金等の状況

割当予定先からは、本新株予約権の発行価額の総額の払込み及び本新株予約権の行使に要する資金は確保されて

いる旨の報告を受けております。また、割当予定先の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの2019

年３月期第３四半期報告書(2019年２月14日提出)及び割当予定先の2018年３月期の「業務及び財産の状況に関する

説明書」(金融商品取引法第46条の４及び第57条の４に基づく説明書類)に含まれる貸借対照表並びに割当予定先の

ホームページに掲載されている割当予定先の2019年３月期第３四半期決算短信(2019年１月31日発表)に含まれる貸

借対照表から、割当予定先及びその親会社における十分な現金・預金(割当予定先：445,045百万円、割当予定先の

親会社：43,823,523百万円)の存在を確認したことから、当社としてかかる払込み及び行使に支障はないと判断して

おります。

 
ｇ．割当予定先の実態

割当予定先の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式は、東京証券取引所及びニューヨーク

証券取引所に上場されております。割当予定先は、金融商品取引業者としての登録を行い、監督官庁である金融庁

の監督及び規制に服しており、また日本証券業協会を始めとする日本国内の協会等に加盟しております。また、割

当予定先は、株式会社みずほフィナンシャルグループにて制定のみずほグループの行動規範である「みずほの企業

行動規範」を採択しており、当該規範において「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の

関係を遮断し、社会の変化を先取りした視点を持ち、金融インフラ機能の健全性と安全性を確保します。」と定め

ており、かかる基本方針をホームページにおいて公表しております。また、当社は、割当予定先がかかる基本方針

に基づき、反社会的勢力等との関係遮断に関する組織的な対応を推進するための統括部署を設置し、反社会的勢力

関連の情報の収集・蓄積及び厳格な管理を行っていること等を、割当予定先からヒアリングし確認しております。

これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等との関係を有していないものと判断しておりま

す。

 
２ 【株券等の譲渡制限】

割当予定先は、本新株予約権について、当社取締役会の承認を得た場合を除き、当社以外の第三者に対して譲渡を

行うことはできません。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

今回の資金調達においては、本新株予約権の発行決議と同時に、2019年８月期通期連結業績予想の修正(以下「本

業績予想の修正」という。)、本M&Aの実施及び本連結子会社化の決定をそれぞれ決議しています。本業績予想の修

正、本M&Aの実施の決定及び本連結子会社化の決定による株価への影響を織り込んだ上で本新株予約権の払込金額を

決定すべく、発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値をそれぞ

れ算定し、高い方の金額を基準として本新株予約権の発行価額を決定する予定です。
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上記に従って、当社は、発行決議日時点の本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行要項及び割

当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の本割当契約に定められた諸条件

を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計(代表者：黒崎　知岳、住所：東

京都港区元赤坂一丁目１番８号)(以下「赤坂国際会計」という。)に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権

の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基

礎として、評価基準日の市場環境、当社普通株式の流動性、当社の資金調達需要、当社及び割当予定先の権利行使

行動等並びに割当予定先の株式処分コストを考慮した一定の前提(当社の資金調達需要が権利行使期間にわたって一

様に分散的に発生すること、資金調達需要が発生している場合には割当予定先からの行使許可申請に対して当社が

これに応じること、それ以降については本新株予約権が残存する限り当社が当該行動を継続することにより割当予

定先の権利行使を促すこと、割当予定先は当社からの行使許可が得られた場合には出来高の一定割合の株数の範囲

内で速やかに権利行使及び売却を実施すること、当社からの通知による取得が実施されないこと等を含む。)を置

き、本新株予約権の評価を実施しています。

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジ(モンテカルロ・シミュレーションの計算結果

から統計上想定される評価額レンジである、本新株予約権１個につき957円から971円)を参考に、当該評価額レンジ

の範囲内で、割当予定先との間での協議を経て、発行決議日時点の本新株予約権の１個の発行価額を971円としてい

ます。なお、当社及び当社監査役による本新株予約権の発行に係る有利発行性の判断は、条件決定日において本新

株予約権の発行価額を最終的に決定する際に行いますが、当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、

当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手

法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当

該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ、当該評価額レンジの範囲内で決定される本新株予約

権の発行価額の決定方法は合理的であると判断しました。

また、当社監査役全員より、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、上記の決定方法に基づき本新株予約

権の払込金額を決定するという取締役の判断は適法である旨の意見がなされています。

　

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数の総数は最大1,000,000株(議決権10,000個相当)であり、

2019年１月22日現在の当社発行済株式総数14,731,000株に対して最大6.79％(2019年１月22日現在の当社総議決権数

147,266個に対して最大6.79％)の希薄化が生じるものと認識しております。

しかしながら、当該資金調達により、別記「第１　募集要項　２　新規発行による手取金の使途　(2)手取金の使

途」に記載の使途に充当することで、当社グループの更なる業容の拡大及び中長期的な収益力の向上を図ると共

に、資金調達手法の多様化及び自己資本の充実を実現し、財務基盤を一層強固なものとすることで、株主価値の向

上に資するものであると考えていることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なものである

と考えております。

また、i)本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数の総数最大1,000,000株に対し、当社普通株式の過去

６ヶ月間における１日当たり平均出来高は127,276株であり、一定の流動性を有していること、かつii)当社の判断

により任意に本新株予約権を取得することが可能であることから、本新株予約権の行使により発行され得る株式数

は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えております。

これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。

　

４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】

本新株予約権の行使により、大株主の状況が次のとおり変動する見込みであります。

 

氏名又は名称 住所 所有株式数(株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

(％)

割当後の
所有株式数(株)

割当後の総議決権
数に対する所有
議決権数の割合

(％)

丹下　大 東京都渋谷区 5,876,800 40.42 5,876,800 37.82

日 本 ト ラ ス
ティ・サービ
ス信託銀行株
式会社(信託
口)

東京都中央区晴海一丁目８
番11号

1,878,800 12.92 1,878,800 12.09

みずほ証券株
式会社

東京都千代田区大手町１丁
目５番１号

5,277 0.04 1,005,277 6.47

日本マスター
トラスト信託
銀行株式会社
(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11
番３号

762,300 5.24 762,300 4.91

STATE　
STREET BANK
AND TRUST
COMPANY
505001( 常 任
代理人　株式
会社みずほ銀
行　決済営業
部)

P.O.BOX 351 BOSTON
MASSACHUSETTS 02101
U.S.A(東京都港区港南二丁
目15番１号)

595,921 4.10 595,921 3.84

日 本 ト ラ ス
ティ・サービ
ス信託銀行株
式会社(信託
口9)

東京都中央区晴海一丁目８
番11号

326,300 2.24 326,300 2.10

Draper Nexus
Technology
Partners, LP
( 国 内 連 絡
先　中垣徹二
郎)

55 EAST 3RD AVE SAN
MATEO,CA 94401,USA

261,600 1.80 261,600 1.68

野村信託銀行
株式会社(投
信口)

東京都千代田区大手町二丁
目２番２号

253,000 1.74 253,000 1.63

資産管理サー
ビス信託銀行
株式会社(証
券 投 資 信 託
口)

東京都中央区晴海一丁目８
番12号

247,800 1.70 247,800 1.59

BBH/SUMITOMO
MITSUI TRUST
(UK) LIMITED
FOR SMT
TRUSTEES
(IRELAND)
LIMITED FOR
JAPAN SMALL
CAP FUND CLT
AC(常任代理
人　株式会社
三 井 住 友 銀
行)

BLOCK5, HARCOURT CENTRE
HARCOURT ROAD, DUBLIN 2
(東京都千代田区丸の内一
丁目３番２号)

243,700 1.68 243,700 1.57

計 ― 10,451,498 71.89 11,451,498 73.70
 

(注) １．「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2018年８月31日現在の株主名簿に

基づき記載しております。なお、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、小数点以下

第３位を四捨五入しております。

２．「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を

「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株

式に係る議決権の数を加えた数で除して算出しており、小数点以下第３位を四捨五入しております。
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３．割当予定先であるみずほ証券株式会社の「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予約権を全て

行使した上で取得する当社普通株式を全て保有した場合の数となります。ただし、別記「１　割当予定

先の状況　ｅ．株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先は割当を受けた本新株予約権の行使に

より交付された当社普通株式を当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しつつ速やかに売却していく方

針であり、当社普通株式を長期間保有する意思を有しておりません。

４．上記のほか、自己株式が160株(2018年８月31日現在)あります。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

該当事項はありません。

 

第二部 【公開買付けに関する情報】

 

該当事項はありません。

 

第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参

照下さい。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第13期(自　2017年９月１日　至　2018年８月31日)2018年11月28日関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第14期第１四半期(自　2018年９月１日　至　2018年11月30日)2019年１月11日関東財務局長に提出

 

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2019年２月28日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４の規定に基づく臨時報告書を2018年11月29日に、金

融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時

報告書を2018年11月29日に、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

第８号の２の規定に基づく臨時報告書を2019年１月10日に、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示

に関する内閣府令第19条第２項第８号の２の規定に基づく臨時報告書を2019年２月28日に、それぞれ関東財務局長に

提出
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第２ 【参照書類の補完情報】

　

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2019年２月28日)までの

間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2019

年２月28日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

株式会社ＳＨＩＦＴ　本店

(東京都港区麻布台2-4-5　メソニック39MTビル)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＨＩＦＴ(E30969)

有価証券届出書（参照方式）

19/19


	表紙
	本文
	第一部証券情報
	第１募集要項
	１新規発行新株予約権証券
	(1)募集の条件
	(2)新株予約権の内容等
	(3)新株予約権証券の引受け

	２新規発行による手取金の使途
	(1)新規発行による手取金の額
	(2)手取金の使途


	第２売出要項
	第３第三者割当の場合の特記事項
	１割当予定先の状況
	２株券等の譲渡制限
	３発行条件に関する事項
	４大規模な第三者割当に関する事項
	５第三者割当後の大株主の状況
	６大規模な第三者割当の必要性
	７株式併合等の予定の有無及び内容
	８その他参考になる事項

	第４その他の記載事項

	第二部公開買付けに関する情報
	第三部参照情報
	第１参照書類
	１有価証券報告書及びその添付書類
	２四半期報告書又は半期報告書
	３臨時報告書

	第２参照書類の補完情報
	第３参照書類を縦覧に供している場所

	第四部提出会社の保証会社等の情報
	第五部特別情報

